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第１回 富士見市総合計画等審議会について

資料



富士見市総合計画等審議会委員名簿（案）

委員構成 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 備考

1 市民 秋元 玲子 ｱｷﾓﾄ ﾚｲｺ 富士見市商工会

2 市民 朝賀 康義 ｱｻｶ ﾔｽﾖｼ 市民公募

3 市民 今井 寛 ｲﾏｲ ﾋﾛｼ
前富士見市総合計画審議会会長
若手教員育成指導員

4 学識経験者 鏡 諭 ｶｶﾞﾐ ｻﾄｼ
淑徳大学コミュニティ政策学部教授 学部長
前富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会会長

5 市民 小林 久美子 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾐｺ
富士見市民生委員児童委員協議会連合会
前富士見市総合計画審議会委員

6 市民 齊藤 宏 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 富士見市校長会（みずほ台小学校）

7 学識経験者 志摩 勇 ｼﾏ ｲｻﾑ 弁護士（志摩法律事務所）

8 市民 鈴木 卓二 ｽｽﾞｷ ﾀｸｼﾞ 市内企業（筑波ダイカスト工業株式会社）

9 市民 田屋 欽司 ﾀﾔ ｷﾝｼﾞ 市内金融機関（川口信用金庫みずほ台支店）

10 市民 楢木 佳子 ﾅﾗｷ ﾖｼｺ 市民公募

11 学識経験者 根岸 由紀子 ﾈｷﾞｼ ﾕｷｺ
女子栄養大学栄養科学研究所教授
前富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員

12 市民 星野 弘昭 ﾎｼﾉ ﾋﾛｱｷ 富士見市農業青年会議所

13 市民 矢澤 美紀 ﾔｻﾞﾜ ﾐｷ ふじみの国際交流センター

14 市民 山本 昇一 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ
富士見市町会長連合会
前富士見市総合計画審議会委員

15 市民 吉原 智博 ﾖｼﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ
富士見市PTA連合会
前富士見市総合計画審議会委員
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五十音順・敬称略



平成元年3月17日
条例第2号

（設置）
第１条 市の総合計画等（富士見市自治基本条例（平成１６年条例第９号）第１８条に規定する基本構

想及び基本計画（基本構想を実現するための基本的な計画で、市政全般にわたり総合的かつ体系
的に定めるものをいう。）並びにまち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）第１０条に規定
する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。以下同じ。）に関する事項を調査審議するため、
富士見市総合計画等審議会（以下「審議会」という。）を設置する。

（所掌事務）
第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、市長に答申する。
(１) 総合計画等の策定及び検証に関すること。
(２) その他市長が必要と認める事項

（組織）
第３条 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。
２ 委員は、市民及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

（任期）
第４条 委員の任期は、諮問事項に係る答申の日をもって終了とする。

（会長及び副会長）
第５条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
３ 副 会長は 、 会長を 補 佐 し、 会長に 事故 があるとき 、又は 会長が 欠けたとき は、そ の職 務を 代理する。

（会議）
第６条 審議会は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（関係者の出席）
第７条 審議会は、運営上必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明を求め、又は意

見を聴くことができる。

（庶務）
第８条 審議会の庶務は、政策財務部において処理する。

（委任）
第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定

める。

富士見市総合計画等審議会条例
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審議会の役割・事業推進における位置づけ

〇事業推進における本審議会の位置づけ

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 翌第１四半期

庁
内

事 業
所 管 課

推進会議
(課長級)

推進本部
(部長級)

審議会

進捗確認

検証

検証報告
当該年の課題共有

検証報告
当該年の課題共有

検証

事業推進 事業推進

進捗
管理

検証報告
当該年の
課題共有

実施計画策定

検証

〇役割

計画期間後半の事業推進や令和６年度から予定している次期基本計画の策定へ反映
していく予定です。

【諮問事項】

富士見市第６次基本構想第１期基本計画等の検証についての調査及び審議

（富士見市総合計画等審議会条例第２条に該当）

【委員の皆様にお願いしたい事項】

• 今回の任期では、令和３、４、５年度の計画の進捗実績と数値目標などの状況を踏ま
えた評価をお願いします。

• 最終的に、令和５年度末の任期までに評価をとりまとめ、審議会から答申をお願いし
たいと考えています。

【富士見市第６次基本構想第１期基本計画等とは】

• 富士見市第６次基本構想第１期基本計画

• 第２期富士見市キラリと輝く創生総合戦略

〇委嘱期間

令和４年１月１８日 ～ 令和６年３月頃 （答申の日まで）

庁内検討
会議

庁内検討
会議 自己検証

事業推進
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検証報告
当該年の
課題共有

進捗確認



評価方法・事業推進について
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１ 年度末までの評価結果を審議会に諮り、指摘事項等については、翌年度に庁内の
推進体制で課題を共有

２ 庁内検討会議に諮るものなどについても、評価結果を活用

行政評価によるPDCAサイクルの確立

計画 分野 4
基本

政策
4 関係課

No. 進捗 No. 進捗

1 B

2 C

3 A

現状値 R3

１.52%（R1） 1.50（R2)

R6

22月(R7)

タイトル 現状値 R3 R4 R5 R6

住居確保給付金の利用件数
利用月数:7月

(H30)
15月（R2)

タイトル 現状値 R3 R4 R5

1 自立に向けた支援 3

KSF

KSF

KSF

12件(R7)

R7 目標値

住居確保給付金制度の周知

ＮＰＯや社会福祉協議会等によるフードバンク、福祉資金貸付等の支援との連携

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業(R3)

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、経済的な困窮者が増えたため、社会福祉

協議会などと連携し、窓口に来られた方を円滑に案内することができた。また、住宅

確保給付金が必要な市民に対し、必要な支援につなげることができたため、利用件

数を増加させることができた。

（仮称）総合支援会議の開催
０回（各分野で

独自に行われてい

るものを除く。）

１回（R3)

短期的に利用できる制度の充実

R7 目標値R6

80件(R7)

課題及び次年度の方向性

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、支援が必要な方が増えてきている。これらの方に対し適切な支援につながるよう部内や各団体との連携を深めていくことが必要である。特に短期的な収入減少による生活困窮者に対し、自立につなげる支援を行うことで、市全体

の保護率が低下していくことを関係者が一丸となって目指していきたい。

タイトル R4 R7 目標値

KPI
生活保護制度における保護率 1.34%(R7)

R5

分野を超えた相談窓口の連携の組織

化

庁内所管部署間による相談者支援のための会議を構築

庁内を超えた相談者支援のための会議を構築

今年度総合支援会議を立ち上げ、既に○回実施したが、今後内容を精査し、各

課の動向の伝達や事例研究を通じ、部内の統一が図れるよう工夫が必要である。

R5 R6 目標値現状値 R3 R7

生活サポートセンター☆ふじみでの自立のためのプラン作

成件数
56件（R1） 61件（R2)

タイトル

福祉政策課基本計画 地域福祉

基本施策 取組 具体的な取組

住み慣れた地域での安心した心地よい暮らしの実現

R4

○年度の成果及び効果（見込）

相談・支援体制の充実

弁護士会との連携（委託先独自業務）の継続

福祉資金貸付窓口一本化（委託先独自業務）の継続

家計改善支援事業（家計管理を支援する事業）実施の検討

就労準備支援事業（就労訓練を行う事業）実施の検討

支援が必要な方を適切に生活サポートセンターや弁護士相談につなげるとともに、

生活サポートセンターでの自立のためのプラン作成は昨年と同程度であるが、プランに

基づき自立した方が〇名（前年比○倍）となるなど一定の成果を上げることがで

きた。

：記載欄

進捗状況を３段階で評価
A：予定を上回り、順調に進捗している。
B：予定のとおりに進捗している。
C：進捗に遅れが出ている。

評価([進捗]欄)した根拠となる成果（アウトプット）
及び効果（アウトカム）を記載。
現状できていること、できていないことなど、これ
までの取組の内容に基づき記載する。

KSFの状況や成果及び効果の入力内容を踏まえ、基本施策全体の課題や次年度以降の対応の方向性を記載。
記載にあたっては、目標年次であるR７の目標達成に向け、逆算して対応を検討する。また、ここでの今後の方向
性は次年度における実施計画の基礎となる。

取組の進捗状況の結果に
より、５段階で自動計算
５：大きく進展している。
４：順調である。
３：概ね順調である。
２：多少遅れが出ている。
１：大幅に遅れがでている。

〇評価方法
行政評価シートによる進捗評価を実施

（基本施策単位で作成 … 全１３１施策）

〇事業進捗のポイント



基本政策

基本施策 基本施策 基本施策

取組 取組 取組

具体的な取組

具体的な取組

具体的な取組

総合計画の全体像について

【基本計画】
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・理想の”未来” … 『充実した日々』
・理想の“未来”の構成要素 … 『実りある暮らし』『充たされたつながり』

『恵まれた生活環境』『成長の継続』
・理想の“未来”の合言葉 … 『みんな笑顔☆ふじみ』

【基本構想】

予算

【実施計画】

毎年見直し

〇総合計画の詳細

分野

２０年後の理想の未来を定めたもの
計画期間：２０年

基本構想の実現に向けた取組む施策
計画期間：５年

基本計画の実現のための具体的な実施方法
計画期間：３年（毎年見直し）

5年後の目指す姿

〇総合計画とは

総合計画等審議会
諮問部分（評価）



総合戦略について

○地方創生総合戦略とは

国 長期ビジョン

2060年に1億人を確保

総合戦略（第1期）

平成27年度～令和元年度

令和2～6年度

市

地方版総合戦略
（第1期）

平成27年度～令和元年度
⇒現計画を1年延長

第1期基本計画

令和3～7年度

一体的に作成1年ずれる

地方人口ビジョン 目指すべき将来の方向と
人口の将来展望
（目標人口の設定）2060年に10万人を確保
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総合戦略（第2期）

地方版総合戦略
（第2期）

○策定目的

・人口の確保「積極戦略」
➤人口減少の克服

・持続可能なまちづくり「調整戦略」
➤少子高齢化社会に対応した地域社会の形成・地域活力の維持

・新たな日常生活の実現
➤新たな生活様式への対応と地域経済の回復

○総合戦略と基本計画の関係



第１期基本計画及び第２期総合戦略ついて

計 画 期 間 ：令和３年度から令和７年度 （５年間）
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※第1期基本計画のみ
行政活動を分野に分け、分野ごと
に掲載
分野数 ：３０分野
（分野一覧…計画冊子P18）

基本政策（総合戦略の場合：基本
目標）のタイトルと方向性、５年後
の目指す姿、数値目標を記載
【第1期基本計画】
基本政策数 ：４０政策
（政策一覧…計画冊子P18）

【第2期総合戦略】
基本目標数：４目標

基本施策のタイトルと方向性、
ＫＰＩ（目標値）を記載
【第1期基本計画】
基本施策数 ：１１９施策

【第2期総合戦略】
基本施策数 ：１２施策

基本政策に係る、目的と手段を樹
形図として整理したロジックモデル

基本施策における取組の中から、
代表的なものを記載



基本構想 将来都市像 主な取組 備考

第１次基本構想
昭和47年度～
昭和56年度

明るい豊かな生活、文
化的な機能を持った住
宅都市の建設

・都市基盤整備の推進（針ケ谷特定土地区画整理事
業開始など）
・ 教育、 福祉施 設の 整備（ 小・中・ 養護学校、 保育所、
みずほ学園、健康増進センター、老人福祉センター
の整備）

小学校3校開校
（水谷東、諏訪、みずほ台）
（7校⇒10校）
中学校3校開校
（東、西、勝瀬）
（2校⇒5校）
みずほ台駅開設
（1駅⇒2駅）

第２次基本構想
昭和57年度～
平成2年度

住宅と産業の調和した
緑あふれる文化都市

・均衡のある発展に向けて、竹ノ内工業団地の整備
推進
・市域のほぼ中心部をコミュニティパークとして公共
施設の整備を推進（市民総合体育館の建設）
・教育ゾーンの整備（養護学校の教育ゾーンへの移
転）
・都市基盤整備の推進（勝瀬原特定土地区画整理
事業開始など）
・コミュニティセンター２館開館（みずほ台・針ケ谷）

針ケ谷小学校開校
（10校⇒11校）
水谷中学校開校
（5校⇒6校）
ガーデンビーチオープン

第３次基本構想
（基本計画５年
前期・後期）
平成3年度～
平成12年度

ふれあいと生きがいの
ある生活と市

・都市基盤整備の推進（鶴瀬駅西口及び東口区画整
理事業開始）
・歴史や自然条件を活かした公園整備の推進（水子
貝塚公園、難波田城公園、山崎公園）
・中央図書館の開館

ふじみ野小学校開校
（11校⇒12校）
ふじみ野駅開設
（2駅⇒3駅）

第４次基本構想
（基本計画５年
前期・後期）
平成13年度～
平成22年度

―人と自然―
ふれあいと思いやりあ
ふれる生活環境都市

・土地区画整理事業など都市基盤整備の推進と市
の都市軸である鶴瀬駅東通線の開通（駅付近を除
く。）
・火葬場斎場の整備
・公園整備の推進（文化の杜公園、びん沼自然公園
など）
・キラリ☆ふじみ、交流センター（ふじみ野、鶴瀬西）
開館
・小中学校の耐震化完了
・子育て支援施策の充実（放課後児童クラブの全小
学校設置やふじみ野保育園開所）
・市民参加・協働のまちづくりの推進

つるせ台小学校統合新設
（12校⇒11校）

第５次基本構想
（基本計画４年～
５年 前期・中期・
後期）
平成23年度～
令和2年度

ひととまちがキラリと
かがやく市民文化交
流都市
～人と人との絆の和
地域が主役のまちづく
り～

・子育て支援の充実（民間保育所等の整備推進、子
ども未来応援センターの開所）
・介護予防施策の充実（地域包括支援センターの強
化など）
・ 教育の 充実（ 教育大綱の 作成、 子ど も大学の 開校、
家庭学習応援事業等の実施）
・産業振興、地域活性化の推進（縄文海進等の販売
開始、ふわっぴー・PR大使等による地域活性）
・財政健全化の推進（財政健全化条例の制定等）
・協働によるまちづくりの推進（まちづくり協議会の強
化、協働事業提案制度の実施など）
・ピアザ☆ふじみ開館

ららぽーと富士見の開業

これまでの総合計画の変遷
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【参考資料】人口動態・人口推計について

〇人口動態
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〇人口

１１２，４３１人 （令和３年11月30日時点）

〇世帯数
５３，６７５世帯 （令和３年11月30日時点）

【参考】１１２，２０４人 （令和３年３月31日時点）

【参考】５３，３３５世帯 （令和３年３月31日時点）

〇人口推計 ※独自推計（修正コーホート要因法） ※人口ビジョンより

※平成24年度より外国人住民の増減を含む ※住民基本台帳より



【参考資料】市民意識調査

対象者 市内在住で満18歳以上の男女3,000人（無作為抽出）
調査方法 アンケート調査票を郵送で配布・回収
調査期間 令和3年8月23日～9月10日
回収結果 配布数：3,000票 回収数： 1,274票 回収率：42.5％
回答者の性別 男性37.8％ 女性58.6％ その他0.6% 無回答2.9％

第13回
（平成24年)

第14回
（平成27年)

第15回
（平成30年)

第16回
（令和3年)

住みよい 69.9% 72.8% 74.0% 77.3%

住みにくい 22.8% 17.3% 16.3% 14.8%

無回答など 7.3% 10.0% 9.6% 7.8%

〇調査概要

第13回
（平成24年)

第14回
（平成27年)

第15回
（平成30年)

第16回
（令和3年)

住み続けたい 75.8% 76.3% 77.4% 80.5%

転居したい 14.1% 11.6% 10.9% 9.6%

無回答など 10.1% 12.0% 11.6% 9.9%

○住みごこち

○定住意識
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○市の魅力ある資源

※上記の割合数値は、少数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100 ％にならない場合が
あります。


